
【多床室をご利用の場合】(日額）※3割負担の方の金額

第１段階 第２段階 第３段階(1) 第３段階(2) 第４段階(非該当)

0 430 430 430 437

300 600 1,000 1,300 1,500

要支援1(日額) 1,839 2,139 2,869 3,269 3,569 3,776

要支援2(日額) 2,322 2,622 3,352 3,752 4,052 4,259

要介護1(日額) 2,490 2,790 3,520 3,920 4,220 4,427

要介護2(日額) 2,640 2,940 3,670 4,070 4,370 4,577

要介護3(日額) 2,832 3,132 3,862 4,262 4,562 4,769

要介護4(日額) 2,991 3,291 4,021 4,421 4,721 4,928

要介護5(日額) 3,156 3,456 4,186 4,586 4,886 5,093

【従来型個室をご利用の場合】(日額）※3割負担の方の金額

第１段階 第２段階 第３段階(1) 第３段階(2) 第４段階(非該当)

550 550 1,370 1,370 1,728

300 600 1,000 1,300 1,500

要支援1(日額) 1,737 2,587 2,887 4,107 4,407 4,965

要支援2(日額) 2,178 3,028 3,328 4,548 4,848 5,406

要介護1(日額) 2,259 3,109 3,409 4,629 4,929 5,487

要介護2(日額) 2,403 3,253 3,553 4,773 5,073 5,631

要介護3(日額) 2,592 3,442 3,742 4,962 5,262 5,820

要介護4(日額) 2,754 3,604 3,904 5,124 5,424 5,982

要介護5(日額) 2,913 3,763 4,063 5,283 5,583 6,141

※「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの場合は、その段階に応じて、居住費・食費の軽減を

受けられます。（表の第1段階～第3段階参照）軽減を受けるためには、認定証の提示が必要です。

※食費は提供分について請求させていただきます。朝食350円　昼食550円　夕食600円

第1～第3段階の方は限度額の金額を請求させていただきます。

【当苑の体制上必要な加算】

72円/日 153円/日

66円/日

【必要時加算】　◎の加算は要介護の認定の方のみ

600円/日

270円/日

228円/日

24円/回

1554円/日

360円/日

720円/日

552円/回

＊「介護職員等処遇改善加算Ⅳ」として、1カ月の介護サービス費とその他加算(該当者のみ)

　　の合計額に4.4％を乗じた金額が加算されます。

【その他実費負担(利用時）】

88円/日

※他、その都度ご案内いたします。

【多床室をご利用の場合】(日額）※3割負担の方の金額

口腔ケア用品(コップ、歯ブラシ、口腔洗浄液）

おやつ代

電気器具使用料（ラジオ、電気カミソリ、携帯充電器を使用される場合）

電気器具使用料　※電気毛布使用者

理美容代

インフルエンザ予防接種

洗濯代（※ご家族のご都合により洗濯困難な場合） （※感染症対策等で業者に洗濯を依頼する場合）

病衣代（感染症対策等で病衣着用を依頼する場合）

50円/回

適宜

100円/日

2200円/回

市町村によって異なる

一律　5,500円/月 2,750円/半月

20円/日

30円/日

1日20分以上の個別リハビリテーションを行った場合

送迎を行う必要が認められる利用者に対して送迎を行う場合（山口市内に限る）

要介護4,5の方で厚生労働大臣が定める状態にある方（※）に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ必要な処置を行った場合

※呼吸障害等により人工呼吸器を使用している、重篤な心機能障害等により常時モニター測定を実施している、気管切開が行われている等

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ

認知症の行動・症状が認められる為緊急利用が適当であると医師が判断した場合（利用開始日から7日）

ご本人の状態やご家族の事情等により、指定居宅支援事業所の介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合（利用開始日から7日　やむを得ない場合14日まで）

認知症専門棟に入所された場合

医師の指示箋に基づく腎臓病食や糖尿病食などの提供を行った場合（1日に3回を限度）

緊急に治療を要した場合（3日/月まで）

療養食加算

緊急時治療管理加算

◎重度療養管理加算

個別リハビリテーション実施加算

送迎加算（片道につき）

食費(日額）

山口幸楽苑  （介護予防）短期入所療養介護　料金表

段階

居住費(日額）

食費(日額）

段階

居住費(日額）

令和6年8月1日改定

◎認知症ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

◎緊急短期入所受入加算

夜勤職員配置

サービス提供体制強化加算（Ⅰ)


